
令和 ６年 １月 ９日

No. 質　問　事　項 回　　　答

　「特記仕様書：第２章 業務細部に関する事項」

　「２－３ 三次元点群測量」、「２－３－１ ＵＡＶ 写真点群測量」 　　「特記仕様書：２－４ 地形測量　２－４－１ 詳細測量」につい

　ては、「２－３ 三次元点群測量」と「別業務」であります。ご質問

　　「ＵＡＶ 写真点群測量」について、準則では「レベル２５０」まで 　の「レベル２００」の測量について、「詳細測量」については「ＵＡＶ

　しか制度を定めていないため、規程上「レベル２００」の対応は出   写真点群測量」での実施を考えておりません。

　来ないと考えています。特記仕様書に記載のある「レベル２００」

　の測量についての見解を頂けますでしょうか？

　

　「特記仕様書：第２章 業務細部に関する事項」

　「２－３ 三次元点群測量」、「２－３－１ ＵＡＶ 写真点群測量」 　　「ＵＡＶ 写真点群測量」について、計測地の状況や現地確認

　結果により、作業が困難な場合や追加で作業が生じた場合は、

　　作業範囲が現状の高速に追加で作るスマートＩＣのため、写真 　別途、「協議の対象」と考えております。

　からの点群のための高ラップ撮影が出来ないと考えています。

　測量手法について見解を頂けますでしょうか？

　「特記仕様書：第２章 業務細部に関する事項」

　「２－４ 地形測量」、「２－４－１ 詳細測量」 　　「特記仕様書：２－４－１ 詳細測量」では、高速道路本線施設

　内での測量は、「中心線測量を想定」しています。

　　詳細測量範囲について、現状の高速を横断する範囲となって

　いますが、高速道路の施設内も測量するのでしょうか？

質問書に対する回答について

調査等名） 上信越自動車道　屋代スマートＩＣ路線測量
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